
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

二

�
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
の
成
立

（
水

産

課
）

四

�
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（
道
路
保
全
課
）

五

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

（

〃

）

六

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃

）

�
河
川
整
備
計
画
の
策
定
（
二
件
）

（
河
川
砂
防
課
）

七

�
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

（
下
水
道
課
）

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
）

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

八

�
香
川
県
立
亀
山
学
園
の
移
譲
に
係
る
社
会
福
祉
法
人
の
募
集
（
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
）

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
四
件
）
（
経
営
支
援
課
）

九

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

一
一

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

一
二

�
平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
六
百
八
十
九
号
（
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定
）

の
一
部
訂
正

（

〃

）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
）

（
都
市
計
画
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

一
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

一
四

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

一
五

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第１０２号

平 成１５年

１２月２６日（金曜日）

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

〃〃

�
バ
ウ
ハ
ウ

ス

〃

英
知
出
版
�

雑
誌
コ
ー
ド

１８０１２
－
１

０１８１７
－
１

０２２５７
－
１

１８７６４
－
１

０３７９７
－
０１

１６４８７
－
１

図
書

名

プ
レ
ミ
ア
マ
ッ
ク
ス

vol．２
B
U
B
K
A
M
ax１
月
号
増
刊

裏
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ

１
月
号

お
宝
ガ
ー
ル
ズ

１
月
号

衝
撃
王

vol．１
も
っ
と
あ
っ
た
本
当
の
Ｈ
話
コ

レ
ク
シ
ョ
ン

１
月
号
増
刊

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

N
o．１５０
１
月
号

デ
ラ
べ
っ
ぴ
ん

N
o．２１８
１
月
号

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃

指
定

年
月
日

平成十五年十二月二十九日

指
定

番
号

２１８

２１９

２２０

２２１

２２２

２２３

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

大
阪
市
西
淀
川
区
竹
島
２
丁
目
３
番
１８
号

ー

シ
ノ
ブ
フ

ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本
隆
次

広
島
県
安
芸
郡
坂
町
横
浜
中
央
１
丁
目
６
番
３０
号

シ
モ
ハ
ナ
物
流
株
式
会
社

代
表
取
締
役

下
花
健
男

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

観
音
寺
市
柞
田
町
字
干
拓
丁
９３ー

（仮
称

）四
国
総
合
セ
ン
タ

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

弁
当
仕
出
し
屋
又
は
弁
当
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ち
ゅ
う
房

施
設

弁
当
類
１２
，８００
食
／
日

お
に
ぎ
り
類
２６
，５００
食
／
日

調
理
パ
ン
類
１０
，９００
食
／
日

許
可
日

着
工
後
７
箇
月

完
成
後

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

工期等

〃

�
サ
ン
出
版

〃

�
ぶ
ん
か
社

〃

ミ
リ
オ
ン
出

版
�

三
和
出
版
�

若
生
出
版
�

�
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

�
永
田
社

�
日
正
堂

�
マ
ッ
ク
ス

コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

�
グ
ロ
ー
リ

ー

０５４６４
－
０１

０４１６７
－
０１

０６８３７
－
０１

０７９３３
－
１

１３７０１
－
１

１８１８５
－
０１

１９６７３
－
０１

０２５９２
－
０１

０８１７７
－
０１

０６４６３
－
１

０３８３２
－
１

１１８６４
－
１

１４０７７
－
１

０３２９９
－
１

０７７０３
－
０１

Ｋ
issui

vol．２
す
っ
ぴ
ん
０１
月
号
増
刊

Street
SU
G
ER

vol．２７４
１
月
号

TO
P
SPEED

vol．０４０
１
月
号

PEN
TH
O
U
SE
JAPAN

１
月
号

コ
ミ
ッ
ク
ま
ぁ
る
ま
ん
１
月
号

別
冊

G
O
N
！

＃
３２

１
月
号

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ
ブ

ー
no．１３７

１
月
号

パ
シ
ャ
！

vol．３
１
月
号

B
O
Y

’S
ピ
ア
ス

１
月
号

D
X
ビ
デ
オ
＆
D
VD

１
月
号

サ
プ
ラ
イ
ズ

voluｍ
e．０１

告
白
実
話
１
月
号
増
刊

Ｖ
Ａ
Ｍ
Ｐ
！

vol．１
Ｗ
indow

s１００
％

１
月
号
増
刊

ザ
・
ベ
ス
ト

M
AG
AZIN

E
Special

N
U
M
B
ER－

1２６
１
月
号

Ｃ
reaｍ

N
o．１３８
１
月
号

P・
Zone

N
o．３

１
月
号

コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌〃〃コ
ミ
ッ

ク
誌

雑
誌

コ
ミ
ッ

ク
誌〃〃雑
誌〃〃〃〃〃

２２４

２２５

２２６

２２７

２２８

２２９

２３０

２３１

２３２

２３３

２３４

２３５

２３６

２３７

２３８ 香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

二



�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

第
２

〜８
排
水
口
：
雨
水
専
用

排
水
処
理
施
設

日
立
プ
ラ
ン
ト
製

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

２８０
	
／
日

活
性
汚
泥
＋
凝
集
沈
殿
処
理

許
可
日

着
工
後
７
箇
月

完
成
後

連
続
２４
時
間

処
理

後

最
大

通
常

処
理

前

最
大

通
常

種
類

型
式

構
造

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

処
理
前
及

び
処
理
後

工期等

連
続
２４
時
間

最
大５
～
８

２
，０００

１
，０００

１
，１００７５５０

１５０

２８０

通
常５
～
８

１
，６００

８００

８８０６０４０

１２０

２２４

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（



／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（



／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（



／�
）

窒
素
含
有
量
（



／�
）

り
ん
含
有
量
（



／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（



／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

第
１

排
水

口

最
大

５
．８
～
８
．６３０３０５０１５２２０

３
，０００

３３２

通
常

５
．８
～
８
．６２０２０４０１５２２０

１
，０００

２６６

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（



／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（



／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（



／�
）

窒
素
含
有
量
（



／�
）

り
ん
含
有
量
（



／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（



／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（
	

／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

５
．８
～
８
．６３０３０５０１５２２０

２８０

５
．８
～
８
．６２０２０４０１５２２０

２２４

５
～
８

２
，０００

１
，０００

１
，１００７５５０

１５０

２８０

５
～
８

１
，６００

８００

８８０６０４０

１２０

２２４

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（



／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（



／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（



／�
）

窒
素
含
有
量
（



／�
）

り
ん
含
有
量
（



／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（



／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
	
／日
）

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

（
備
考
）

第
１
排
水
口
に
お
い
て
、
製
造
工
程
排
水
と
と
も
に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
（
３６０
人
槽
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

三



２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１５
年
１２
月
２６
日
か
ら

平
成
１６
年
１
月
１６
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

観
音
寺
市
生
活
環
境
課

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込

み
に
つ
い
て
の
同
意
成
立
の
届
出
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認

め
る
。平

成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

東
か
が
わ
市
吉
田
六
二
二
番
地
七

広
瀬

久
士

東
か
が
わ
市
引
田
三
四
○
九
番
地
二

井
上

忠
一

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
引
田
区
域

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
八
八
一
番
地

石
原

義
博

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
一
〇
六
番
地
四

佐
藤

孝

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
鴨
庄
小
方
、
泊
区
域

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

三
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
一
○
五
番
地
一

佐
藤

勤

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
八
五
七
番
地
二

浜
岡

重
徳

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
鴨
庄
小
方
、
泊
区
域

１
に
掲
げ
る
漁
業
（
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
）
以
外
の
漁
業

四
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
七
四
○
番
地
二

梶
原

茂

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
七
五
二
番
地
二

岡
谷

昭
平

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
鴨
庄
室
沖
区
域

第
二
号
漁
業
（
漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
）

五
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
五
四
三
番
地
一
八

岡
谷

勇

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
二
六
○
番
地

太
田

京
七

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
鴨
庄
長
浜
等
区
域

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

六
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
四
六
一
番
地
二

山
本

等

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
三
六
二
○
番
地

白
井

勝
美

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
鴨
庄
長
浜
等
区
域

１
に
掲
げ
る
漁
業
（
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
）
以
外
の
一
○
ト
ン

未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

七
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
志
度
四
八
六
七
番
地
一
二

岡
本

哲

さ
ぬ
き
市
志
度
四
一
三
九
番
地
一
五
二

野
崎

優

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
志
度
区
域

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

八
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

さ
ぬ
き
市
志
度
一
三
一
八
番
地

安
戸

国
一

排
水
（
通
常
４２
	
／
日
、
最
大
５２
	
／
日
）
が
排
出
さ
れ
る
。

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

四



さ
ぬ
き
市
志
度
四
三
番
地
三

松
原

稔

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
志
度
区
域

１
に
掲
げ
る
漁
業
（
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
）
以
外
の
一
○
ト
ン

未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

九
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
一
九
〇
一
番
地

山
口

多
喜
雄

小
豆
郡
土
庄
町
長
浜
甲
一
一
五
三
番
地
二

江
岡

義
弘

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
四
海
区
域

１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
（
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
及
び
主
と
し

て
流
し
さ
し
網
又
は
巻
さ
し
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
）
以
外
の
漁
業

十
１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

観
音
寺
市
伊
吹
町
五
七
七
番
地
一

富
山

国
秋

観
音
寺
市
伊
吹
町
二
一
○
番
地

宮
脇

秋
夫

２

同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

二
号
伊
吹
区
域

１
に
掲
げ
る
漁
業
（
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
）
以
外
の
一
○
ト
ン

未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

高
松
港
栗
林
公
園
線
（
百
六
十
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

綾
南
国
分
寺
線
（
百
八
十
三
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
栗
林
町
三
丁
目
八
三
〇
番
三
地

先
か
ら

高
松
市
栗
林
町
三
丁
目
八
三
〇
番
三
地

先
ま
で

前

一
一
・
二

〜
一
一
・
三

一
五

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
ポ

ケ
ッ
ト
パ
ー

ク
整
備

後

一
一
・
二

〜
三
一
・
九

一
五

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
橘
二
〇
六
六

番
地
先
か
ら

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
立
石
二
〇
二

七
番
一
地
先
ま
で

前

八
・
〇

〜
一
七
・
〇

三
四
〇

交
通
安
全
施

設
整
備
工
事

に
よ
る
自
転

車
歩
行
者
道

新
設

後

八
・
五

〜
二
三
・
〇

三
四
〇

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

五



道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

城
山
鴨
川
線
（
百
八
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

大
滝
上
西
線
（
百
五
十
三
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

紫
雲
出
山
線
（
二
百
三
十
二
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
船
越
甲
一
六
七
七
番

一
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
鍋
尻
甲
一
六
一
〇
番

四
地
先
ま
で

一
一
・
八

〜
三
七
・
七

三
四
〇

平
成
七
年
香

川
県
告
示
第

百
十
一
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

坂
出
市
府
中
町
字
西
福
寺
五
九
五
八
番

一
地
先
か
ら

坂
出
市
府
中
町
字
西
福
寺
五
九
六
四
番

二
地
先
ま
で

前

四
・
五

〜五
・
一

四
三

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

四
・
八

〜
二
四
・
〇

四
三

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
字
小
出
川
甲

二
二
四
一
番
一
九
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
上
西
字
小
出
川
甲

二
二
四
一
番
一
七
地
先
ま
で

前

四
・
四

〜
一
二
・
〇

二
〇
〇

ふ
る
さ
と
づ

く
り
道
路
整

備
工
事
及
び

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

一
一
・
五

〜
四
九
・
〇

二
〇
〇

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

六



●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

富
田
中
津
田
線
（
百
三
十
三
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
東
川
水

系
河
川
整
備
計
画
を
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
。

な
お
、
「
別
紙
」
は
、
省
略
し
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
、
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
及
び
香
川

県
高
松
土
木
事
務
所
並
び
に
高
松
市
土
木
部
河
港
課
、
三
木
町
建
設
課
、
塩
江
町
建
設
水
道
課
、
香
川
町

建
設
課
及
び
香
南
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
瀬
川
水

系
河
川
整
備
計
画
を
平
成
十
五
年
十
二
月
五
日
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
。

な
お
、
「
別
紙
」
は
、
省
略
し
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
並
び
に

高
瀬
町
建
設
課
、
山
本
町
建
設
水
道
課
、
三
野
町
建
設
課
及
び
詫
間
町
建
設
港
湾
課
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
年
香
川

県
告
示
第
二
百
十
七
号
に
係
る
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

施
行
者
の
名
称

綾
歌
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

綾
歌
都
市
計
画
下
水
道
事
業

綾
歌
町
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
株

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
字
御
座
田
四
一
七
番
三
地

先
か
ら

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
字
御
座
田
四
一
〇
番
二
地

先
ま
で

一
三
・
三

〜
一
八
・
二

一
二
一

平
成
十
五
年

香
川
県
告
示

第
三
百
五
十

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

七



式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
に

備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
に
位
置
す
る
す
べ
て
の
店
舗
（
本
支
店
・
出

張
所
と
し
、
代
理
店
を
除
く
。
）
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
四
号

。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
二
月
十
九
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ

加
藤

英
子

高
松
市
仏
生
山
町
甲
七
五
二－

五

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
の
生
き
が
い
と
健
康
を
増
進
し
、
豊
か
な
地
域
づ
く
り
に
貢
献
す
る
た
め
、
生

涯
学
習
の
機
会
の
提
供
・
情
報
の
提
供
・
相
談
・
団
体
等
の
活
動
支
援
の
他
、
団
体
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
づ
く
り
や
、
行
政
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
事
業
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
五
号

香
川
県
立
亀
山
学
園
の
移
譲
に
係
る
社
会
福
祉
法
人
の
募
集
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

東
京
都
（
本
店
）

公

告

１
募
集
の
内
容

児
童
養
護
施
設
で
あ
る
香
川
県
立
亀
山
学
園
（
以
下
「
亀
山
学
園
」
と
い
う
。
）
の
移
譲
を
受
け
、

当
該
施
設
を
継
続
し
て
運
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
「
移
譲
先
法
人
」
と
い
う
。
）
の
募
集

（
詳
細
は
、
募
集
要
領
に
よ
る
ほ
か
、
現
地
説
明
会
を
開
催
す
る
。
）

２
移
譲
年
月
日
等


移
譲
年
月
日

平
成
１６
年
度
中（
具
体
的
な
期
日
は
、
移
譲
先
法
人
と
協
議
し
、
決
定
す
る
。
）

�
入
所
児
童
の
措
置
変
更

移
譲
日
の
前
日
に
現
に
入
所
し
て
い
る
児
童
は
、
原
則
と
し
て
、
引
き
続
き
移
譲
後
の
施
設
に
措

置
変
更
さ
れ
る
。

３
移
譲
に
係
る
土
地
、
建
物
等
の
取
扱
い


土
地

１０
年
間
貸
付
す
る
。
（
貸
付
条
件
は
、
移
譲
先
法
人
の
提
案
に
基
づ
き
決
定
す
る
。
な
お
、
無
償

貸
付
も
で
き
る
。
）
期
間
経
過
後
の
取
扱
い
は
、
移
譲
先
法
人
と
協
議
し
、
譲
渡
又
は
更
新
す
る
。

�
建
物
、
工
作
物
、
立
木
、
自
動
車
、
物
品
等

無
償
で
譲
渡
す
る
。

４
移
譲
の
条
件

移
譲
先
法
人
が
遵
守
す
る
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。


施
設
名
称
は
、
「
亀
山
学
園
」
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

�
入
所
定
員
は
、
現
施
設
で
の
収
容
可
能
人
員
４５
名
を
下
ら
な
い
こ
と
。

�
移
譲
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
移
譲
前
の
一
定
期
間
亀
山
学
園
で
業
務
の
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
業
務
の
引
継
ぎ
に
要
す
る
経
費
は
、
移
譲
先
法
人
が
負
担
す
る
こ
と
。

�
入
所
児
童
の
権
利
擁
護
と
処
遇
の
維
持
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

�
当
該
土
地
、
建
物
等
は
児
童
養
護
施
設
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
児
童
福
祉
関
連
事

業
を
併
せ
て
行
う
場
合
は
、
応
募
申
込
内
容
に
含
め
る
こ
と
。

�
移
譲
後
の
施
設
運
営
に
つ
い
て
、
移
譲
前
の
香
川
県
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
具
体
的
に
協
議
す
る

こ
と
。

５
応
募
法
人
の
資
格
等

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

八



●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
七
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

キ
ョ
ー
エ
イ
空
港
店

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
字
中
村
五
〇
三
番
地
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
香
川
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

夜
十
時
以
降
閉
鎖
す
る
出
入
口
に
つ
い
て
、
事
故
の
な
い
よ
う
、
確
認
し
や
す
い
看
板
の
設
置
な

ど
十
分
な
安
全
対
策
を
行
う
こ
と
。

２

駐
車
場
に
囲
ま
れ
た
十
数
軒
の
民
家
な
ど
周
辺
住
民
か
ら
の
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
は
、
誠
実
か
つ

迅
速
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

香
川
町
経
済
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で


応
募
法
人
の
資
格

県
内
に
お
い
て
、
現
に
社
会
福
祉
法
（
昭
和
２６
年
法
律
第
４５
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
の
施
設
運
営
を
行
っ
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
と
す
る
。

�
応
募
費
用
の
負
担

応
募
に
要
す
る
費
用
は
、
応
募
者
の
負
担
と
す
る
。

６
移
譲
先
法
人
の
決
定
及
び
協
定
の
締
結


移
譲
先
法
人
は
、
応
募
書
類
等
に
基
づ
き
厳
正
に
審
査
し
た
上
で
決
定
す
る
。

�
移
譲
先
法
人
は
、
香
川
県
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
移
譲
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
。

７
応
募
手
続


事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

香
川
県
健
康
福
祉
部
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
総
務
・
福
祉
施
設
グ
ル
ー
プ

電
話
：
０８７
－
８３２
－
３３０９

�
募
集
要
領
の
交
付

ア
期
間

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
１６
年
２
月
１８
日
�
ま
で
の
香
川
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
香
川
県
条
例
第
１
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
８
時
３０
分

か
ら
午
後
５
時
１５
分
ま
で

イ
場
所


の
部
局
と
す
る
。

ウ
方
法

無
料
で
直
接
交
付
す
る
。

�
説
明
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成
１６
年
１
月
９
日
�
午
後
２
時

イ
場
所

香
川
県
立
亀
山
学
園
（
丸
亀
市
柞
原
町
６０２
番
地
１
）

�
応
募
書
類
の
提
出

ア
受
付
期
間

平
成
１６
年
１
月
１９
日
�
か
ら
平
成
１６
年
２
月
１８
日
�
ま
で
（
た
だ
し
、
土
日
、
祝
日
は
除
く
。

午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
１５
分
ま
で

イ
提
出
先


の
部
局
と
す
る
。

ウ
提
出
書
類

応
募
申
込
書
及
び
応
募
関
係
書
類

）、

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

九



●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
八
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
国
分
寺
店

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
一
四
〇
六
番
地

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
分
寺
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

国
分
寺
町
産
業
振
興
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
九
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
茜
町
店

高
松
市
茜
町
八
三
六
番
三
四
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
七
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
松
縄
店

高
松
市
松
縄
町
三
〇
一
番
地
一

２

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
水
田
店

高
松
市
東
山
崎
町
四
一
一
番
地
ほ
か

３

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
太
田
店

高
松
市
多
肥
下
町
一
九
二
番
地
二

４

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
善
通
寺
店

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
〇



善
通
寺
市
上
吉
田
町
字
本
村
道
下
一
二
九
六
番
地

５

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
観
音
寺
店

観
音
寺
市
植
田
町
南
原
一
〇
一
七
番
地
ほ
か

６

三
木
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

木
田
郡
三
木
町
鹿
伏
三
一
〇
番
地
ほ
か

７

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
川
東
店

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
一
七
九
二
番
地
一

８

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
ウ
イ
ン
グ
ポ
ー
ト

香
川
郡
香
川
町
大
野
九
一
七
番
地
一

９

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
滝
宮
店

綾
歌
郡
綾
南
町
滝
宮
東
田
井
四
二
一
番
地

１０

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
国
分
寺
店

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
一
四
〇
六
番
地

１１

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
満
濃
店

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
下
字
川
原
添
二
一
二
番
地
ほ
か

１２

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
高
瀬
店

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝
間
字
加
茂
向
一
六
四
七
番
地
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
に
掲
げ
る
大
規
模
小
売
店
舗
が
所
在
す
る
市
町
か
ら
聴
取
し
た

意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

善
通
寺
市
建
設
経
済
部
商
工
観
光
課

観
音
寺
市
商
工
観
光
課

三
木
町
経
済
課

香
川
町
経
済
課

綾
南
町
経
済
課

国
分
寺
町
産
業
振
興
課

満
濃
町
企
画
観
光
課

高
瀬
町
経
済
課

（
市
町
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
の
意
見
書
の
み
の
縦
覧
と
す
る
。
）

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市
粟
井
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
竹
成
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日
適
当
と

決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
観
音
寺
市
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
五
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦

覧

場

所

高
松
市
屋
島
仲
池

土
地
改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
東
山
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
一



●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
木
町
が
土
地
改
良
事
業
（
香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事

業
大
平
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
三
木
町
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

西
植
田
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

藤
堂

忠
義

高
松
市
西
植
田
町
六
三
一
九
番
地

平
成
一
五
、
一
二
、
四

〃

溝
渕

�
雄

〃

〃

三
六
八
〇
番
地
一

〃

〃

釜
野

義
孝

〃

〃

四
三
九
八
番
地
一

〃

〃

一
村

利
夫

〃

〃

二
九
一
五
番
地

〃

〃

谷
川

昭
二

〃

〃

一
六
七
二
番
地
四

〃

〃

四
宮

正
義

〃

池
田
町
一
五
九
〇
番
地

〃

〃

遠
藤

正
数

〃

〃

一
三
二
七
番
地
二

〃

〃

鈴
木

久

〃

川
島
東
町
一
〇
六
四
番
地
一

〃

監

事

中
山

憲
士

〃

西
植
田
町
五
〇
二
四
番
地

〃

〃

村
尾

貞
雄

〃

〃

七
二
六
番
地
一

〃

〃

東
原

武
夫

〃

三
谷
町
三
二
四
五
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

溝
渕

真
雄

高
松
市
西
植
田
町
三
六
八
〇
番
地
一

平
成
一
五
、
一
二
、
五

〃

中
山

憲
士

〃

〃

五
〇
二
四
番
地

〃

〃

久
保
喜
代
司

〃

〃

三
三
九
二
番
地

〃

〃

西
尾

正
榮

〃

〃

一
三
二
番
地
一

〃

〃

村
尾

貞
雄

〃

〃

七
二
六
番
地
一

〃

〃

泉
川

定
信

〃

池
田
町
八
八
三
番
地
二

〃

〃

遠
藤

正
数

〃

〃

一
三
二
七
番
地
二

〃

〃

鈴
木

久

〃

川
島
東
町
一
〇
六
四
番
地
一

〃

監

事

廣
瀬

淳

〃

西
植
田
町
六
八
一
三
番
地
二

〃

〃

立
川

寛
一

〃

〃

二
〇
九
三
番
地
二

〃

〃

東
原

武
夫

〃

三
谷
町
三
二
四
五
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
四
号

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
六
百
八
十
九
号
（
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

」

「
平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日
」
を
「
平
成
十
六
年
一
月
七
日
」
に
改
め
、「
平
成
十
六
年
一
月
九
日

を
「
平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
五
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
大
屋
冨
町
字
谷
奥
二
一
九
八－

一
及
び
二
一
九
九－

二

〃

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
浦
生
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
二



二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
林
田
町
三
六
一
八
番
地

中
本

宏
隆

中
本

元
美

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
江
尻
町
字
本
条
新
田
一－

一
一
七
、
坂
出
市
江
尻
町
字
江
尻
新
開
四
八
三－

一
二
及
び
四
八

三－

六
六

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里
二
丁
目
二
七
番
五
号

株
式
会
社
ダ
イ
ナ
ム

代
表
取
締
役

佐
藤
公
平

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
一
一
八
〇－

四
、
一
一
八
九－

一
、
一
一
九
〇
及
び
一
一
九
一－

一
二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番
地
一
〇

株
式
会
社
穴
吹
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

嶋
津
哲

●
香
川
県
公
告
第
七
百
四
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
一
一
八
〇－

四
、
一
一
八
九－

一
、
一
一
九
〇
及
び
一
一
九
一－

一
二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
）

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
一
一
八
九－

一
の
一
部

２

排
水
施
設

こ
う

自
由
勾
配
側
溝
（
寸
法
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
八
・
五
六
メ

ー
ト
ル
）

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
一
一
八
九－

一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
三
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
一
一
八
九－

一
の
一
部
及
び
同
地
先
県
道

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
林
町
二
二
一
七
番
地
一
〇

株
式
会
社
穴
吹
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

嶋
津
哲

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

や
す
ら
ぎ
ホ
ー
ム
さ
ぬ
き
の
く
に

坂
出
市
加
茂
町
一
二
〇－

一

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
三



●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン

坂
出
市
加
茂
町
五
八
一－

二

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
ひ
ろ
し
を
励
ま
す
会

藤
本

正
直

清
谷

圭
一

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
八
九
九

―
四

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

社
会
民
主
党
香
川
県
第
一

区
支
部
連
合

代

表

者

の

氏

名

加
藤

繁
秋

藤
本

哲
夫

自
由
民
主
党
川
島
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

高
松
市
川
島
東
町
二
一
二

―
二

高
松
市
由
良
町
三
五
六
―

一

代

表

者

の

氏

名

鎌
田

基
志

稲
井

正

自
由
民
主
党
三
野
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見

甲
二
八
九
六

三
豊
郡
三
野
町
大
字
吉
津

甲
一
二
三
八
―
二

代

表

者

の

氏

名

藤
田

武
徳

森
田

一
紀

会
計
責
任
者

の

氏

名

前
田

幸
雄

石
井

捷
之

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

二
神
正
國
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

西
浦

廣
海

津
村

正
幸

政
治
団
体
の
名
称

民
主
党
香
川
県
第
３
区
総
支
部

政
治
団
体
の
名
称

野
瀬
和
佐
晴
を
励
ま
す
会

は
ら
つ
と
む
後
援
会

藤
田
繁
後
援
会

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
四



●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

大

林

一

友

資
金
管
理
団
体
の
取
消

し
の
届
出
を
し
た
者
の

氏
名

公
職
の
種
類

取
消
し
の
届
出
の
あ
っ
た

資

金

管

理

団

体

の

名

称

野
瀬

和
佐
晴

白
鳥
町
議
会
議
員

野
瀬
和
佐
晴
を
励
ま
す
会

森
月
夫
後
援
会

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
五
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香
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香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日

（
第
九
〇
九
四
号
）

一
六


